
1.投資方針 7.償還条項

8.決算日
毎年11月30日（休業日の場合翌営業日）

9.運用管理費用（信託報酬）

2.主要投資対象

10.運用管理費用（信託報酬）以外のコスト

3.主な投資制限

4.ベンチマーク
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数

5.信託設定日
2016年9月8日

6.信託期間
無期限

■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品
の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投
資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資
信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて、運営管理機関によって
作成されましたが、その正確性・完全性を保証するものではありません。■NOMURA-BPI総合の知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャ
リー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は同指数の正確性、完全
性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及び同指数に関連して
行われる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負いません。

ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス
投資信託協会分類：追加型投信/国内/債券/インデックス型

①マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けま
せん。
②株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使
等により取得したものに限ります。株式への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の10％以下とします。
③外貨建資産への投資は、行ないません。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
※ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）は、内外の
公社債等を主要投資対象とします。

本商品は元本確保型の商品ではありません

イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社
債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を
含みます。以下同じ。）に投資しベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰ
Ｉ総合指数。以下同じ。）の動きに連動する投資成果をめざして
運用を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高
位に維持することを基本とします。
ハ．マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先
物取引等を利用することがあります。このため、マザーファンドに
おいて、公社債の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉
の時価総額の合計額が、マザーファンドの信託財産の純資産総
額を超えることがあります。
ニ．デリバティブ取引（法人税法第61条の5で定めるものをいいま
す。）は、信託財産の資産または負債にかかる価格変動および
金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には
利用しません。

・ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の投資方針
イ．主としてわが国の公社債等に投資しベンチマークの動きに連
動する投資成果をめざします。
ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することが
あります。このため、公社債の組入総額ならびに債券先物取引
等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を
超えることがあります。

※当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したと
き、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったと
き等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわ
れないことがあります。

① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入
金の利息は信託財産中より支弁します。また、信託財産におい
て公社債の借入れを行なった場合、当該借入れにかかる品借
料は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費
用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかか
る監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当す
る金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係
争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当
該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵
送料等）は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委
託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税等に相当する
金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に
属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より
支弁します。

純資産総額に対して年率0.242％（税抜0.22％）以内

前記の運用管理費用（年率）は、毎月10日（休業日の場合翌営
業日）における新発10年国債の利回り（日本相互証券株式会
社発表の終値）に応じて、純資産総額に対して以下の率としま
す。
新発10年国債の利回りが
イ．1％未満の場合………… 年率0.132％（税抜0.12％）
ロ．1％以上の場合………… 年率0.242％（税抜0.22％）

内訳: 前イ. の場合
　委託会社　年率0.0495％（税抜0.045％）
　販売会社　年率0.0715％（税抜0.065％）
　受託会社　年率0.011％（税抜0.01％）

　　　 前ロ. の場合
　委託会社　年率0.11％（税抜0.10％）
　販売会社　年率0.11％（税抜0.10％）
　受託会社　年率0.022％（税抜0.02％）

信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞ
れ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基
準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド
の管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対
価

委託会社は、受益権の口数が30億口を下ることとなった場合、
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数が改廃された場合、もしくは信託
契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまた
はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のう
え、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この
場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を
監督官庁に届出ます。
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23.受託会社

24.基準価額の主な変動要因等

11.お申込単位
1円以上1円単位

12.お申込価額
ご購入約定日の基準価額

13.お申込手数料
ありません。

14.ご解約価額
ご売却約定日の基準価額

15.信託財産留保額
ありません。

16.収益分配

17.お申込不可日等

18.課税関係
確定拠出年金制度上は運用益は非課税となります。

19.損失の可能性

20.セーフティーネットの有無

21.持分の計算方法

22.委託会社
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本商品は元本確保型の商品ではありません

投資信託は、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険・貯金保
険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

毎年11月30日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収
益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。収益分配金
は、自動的に再投資されます。

解約価額×保有口数
注：解約価額が10,000口あたりで表示されている場合は
10,000で除してください。

＜価額変動リスク＞
　当ファンドは、公社債など値動きのある証券に投資しますの
で、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証され
ているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の
指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、
すべて投資者に帰属します。
　投資信託は預貯金とは異なります。
　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスク
を十分ご理解のうえお申込み下さいますよう、よろしくお願い申
上げます。
　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。

① 公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金

利が上昇した場合には下落します（値動きの幅は、残存期間、
発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の
価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行
体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじ
め決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履
行）、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落
します（利息および償還金が支払われないこともあります。）。組
入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要
因となり、投資元本を割込むことがあります。

② その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため
組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市
場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待さ
れる価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が
下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金
融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生すること
があります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因と
なります。

※基準価額の動きに関する留意点
当ファンドは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数の動きに連動する投
資成果をあげることをめざして運用を行ないます。ただし、主と
して次の理由から、基準価額の動きが指数と完全に一致するも
のではありません。
・指数の構成銘柄のすべてを指数の算出方法どおりに組入れ
るわけではないこと
・運用管理費用（信託報酬）等を負担することによる影響
・追加設定および解約に対応した公社債の約定価格と指数の
算出に使用する価格の差
・債券先物取引等を利用した場合の指数との値動きの差、コス
トなど
・公社債および債券先物取引等の最低取引単位の影響
・公社債または債券先物取引等の流動性が低下した場合にお
ける売買対応の影響

三井住友信託銀行株式会社
（信託財産の保管・管理を行ないます）

大和アセットマネジメント株式会社
（信託財産の運用指図、受益権の発行等を行ないます）

基準価額は、後述の基準価額の主な変動要因等により、下落
する場合があります。したがって、購入者のみなさまの投資元本
が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を
被ることがあります。また、運用により信託財産に生じた損益は
すべて購入者のみなさまに帰属します。

金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事
情が発生した場合には、購入、換金の申込みの受付けを中止
すること、すでに受付けた購入の申込みを取消すことがありま
す。また、確定拠出年金制度上、取得申込・解約請求を取扱い
できない場合がありますので運営管理機関にお問い合わせく
ださい。

（※）「運用管理費用（信託報酬）以外のコスト」については、運
用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりま
すので、表示することができません。

＜マザーファンドより支弁する手数料等＞
　信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で
保管する場合の費用等を支弁します。
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